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国
民
年
金
は
、

６５
歳
か
ら
「
老
齢
基

礎
年
金
」
が
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の

ほ
か
に
、
万
が
一
、
病
気
や
ケ
ガ
で
障

が
い
が
残
っ
た
と
き
な
ど
に
、「
障
害

基
礎
年
金
」
が
支
給
さ
れ
て
あ
な
た
や

あ
な
た
の
家
族
の
暮
ら
し
を
守
っ
て
く

れ
ま
す
。（
厚
生
年
金
加
入
者
の
方
に
も

支
給
さ
れ
ま
す
。）

　
た
だ
し
、「
障
害
基
礎
年
金
」
を
受

給
す
る
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
受
給

要
件
が
あ
り
ま
す
。

　
障
害
基
礎
年
金
は
、
障
が
い
の
原
因

と
な
っ
た
病
気
や
ケ
ガ
の
初
診
日
が
、

２０
歳
未
満
の
方
、
国
民
年
金
に
加
入
中

ま
た
は

６０
歳
以
上

６５
歳
未
満
の
間
に
あ

る
方
が
、
一
定
の
障
が
い
の
状
態
に
な

っ
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
障
が
い

の
程
度
（
障
害
等
級
）
に
応
じ
て
支
給

さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
場
合
の
等
級
は
、

身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異
な
り
、

国
民
年
金
法
施
行
令
別
表
な
ど
に
規
定

さ
れ
て
い
る
基
準
と
な
り
ま
す
。

　
年
金
額
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

◆
子
の
加
算
額

　
ま
た
、
障
害
基
礎
年
金
に
は
子
の
加

算
額
が
あ
っ
て
、
生
計
を
維
持
さ
れ
て

い
る

１８
歳
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
子
、

ま
た
は

２０
歳
未
満
で
一
級
・
二
級
の
障

が
い
の
状
態
に
あ
る
子
が
い
る
場
合
に

は
加
算
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て

い
る
方
は
、
同
一
の
子
を
対
象
と
し
た

障
害
年
金
の
子
の
加
算
と
配
偶
者
の
方

へ
支
払
わ
れ
る
児
童
扶
養
手
当
の
両
方

を
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
児
童
扶
養
手
当
と
障
害
基
礎
年
金
の

子
の
加
算
の
ど
ち
ら
を
受
け
る
か
に
つ

い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
児
童
扶
養
手

当
の
金
額
と
障
害
基
礎
年
金
の
子
の
加

算
額
と
で
比
較
し
て
金
額
の
高
い
方
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

児
童
扶
養
手
当
に
は
所
得
制
限
が
あ
る

ほ
か
、
障
害
基
礎
年
金
の
子
の
加
算
も

子
の
人
数
に
よ
っ
て
金
額
が
違
う
た
め
、

詳
し
く
は
年
金
事
務
所
な
ど
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
受
給
の
た
め
の
要
件

　
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、

初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月
ま
で
の
「
国

民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

期
間
」
の
う
ち
、
３
分
の
２
以
上
の
期

間
が
、
①
保
険
料
を
納
め
た
期
間
ま
た

は
②
保
険
料
を
免
除
さ
れ
た
期
間
で
あ

る
と
い
う
「
保
険
料
の
納
付
要
件
（
３

分
の
２
要
件
）」
を
満
た
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
ま
た
、「
３
分
の
２
要
件
」
を
満
た

せ
な
く
て
も
、
平
成

２８
年
３
月
ま
で
に

６５
歳
未
満
で
初
診
日
が
あ
る
場
合
は
、

初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月
ま
で
の
１

年
間
の
す
べ
て
の
期
間
が
①
保
険
料
を

納
め
た
期
間
ま
た
は
②
保
険
料
を
免
除

さ
れ
た
期
間
で
あ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、

２０
歳
前
に
初
診
日
が
あ
る

場
合
は
、
保
険
料
の
納
付
要
件
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
本
人
の
所
得
に
よ
っ
て
、

年
金
の
一
部
ま
た
は
全
部
が
支
給
停
止

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
「
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
期
間
」
は
、
原
則
と
し
て

２０

歳
か
ら

６０
歳
に
な
る
ま
で
の
期
間
で

す
が
、
海
外
に
在
住
し
て
い
る
期
間

や
、
厚
生
年
金
な
ど
か
ら
老
齢
年
金

を
受
け
て
い
る
期
間
は
除
か
れ
ま
す
。

　
ご
自
分
が
、
保
険
料
納
付
要
件
を
満

た
し
て
い
る
か
ど
う
か
心
配
な
方
や
、

国
民
年
金
の
詳
細
を
お
知
り
に
な
り
た

い
方
は
、
役
場
国
民
年
金
担
当
窓
口
ま

た
は
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
黒
潮
町
役
場

　
本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

　
蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

　
蕁
５
５
―
３
７
０
１（
直
通
）

　
日
本
年
金
機
構 

幡
多
年
金
事
務
所

　
蕁
３
４
―
１
６
１
６（
直
通
）

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

『
障
害
基
礎
年
金
』

�
�  （3人目から）　75,400円（子1人につき）

平成24年度国民年金障害基礎年金

1級障害 年額　983,100円

2級障害 年額　786,500円

子の加算額

（子1人につき）

（2人まで）  226,300円

（3人目から）  75,400円

役場からのお知らせ役場からのお知らせ


